
【表紙】

 

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年１月27日

【発行者名】 平和不動産リート投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員　　東原　正明

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号

【事務連絡者氏名】

 

平和不動産アセットマネジメント株式会社

総務部長　　伊藤　真也

【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号

【電話番号】 03-5402-8731

【縦覧に供する場所】

 

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

平和不動産リート投資法人(E14005)

訂正臨時報告書（内国特定有価証券）

1/4



１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成22年10月１日に提出致しました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、こ

れを訂正するため、本訂正報告書を提出するものであります。

 
２【訂正内容】

 

訂正箇所は　　　　罫で示してあります。
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(２）本投資法人の運用に関する基本方針の変更

② 変更の内容についての概要

 

第一部　ファンド情報

第１ ファンドの状況

２ 投資方針

(１）投資方針

ｂ．投資基準

(イ）投資選定基準

 

＜訂正前＞

（前略）

項目 投資選定基準

法令遵守

都市計画法（昭和43年法律第100号、その後の改正を含みます。）（以下「都市計画法」といいま

す。）、建築基準法（昭和25年法律第201号、その後の改正を含みます。）（以下「建築基準法」と

いいます。）等、関連する全ての法令を遵守している物件（既存不適格物件を含みます。）に投資

します。(注1）

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造であること

耐震性

新耐震基準（注2）に適合していること

但し、新耐震基準以前に建築された物件であっても、新耐震基準と同等の耐震性（注3）を有する

と判断した場合には、投資を行う場合があります。

有害物質

・土壌汚染等

資産運用会社が発注した専門会社作成のエンジニアリング・レポートにおいて、有害物質等が内

在する可能性が低く、有害物質等が内在していたとしても、内在する有害物質に関連する全ての法

令に基づき、適法に保管又は処理等がなされている旨及び土壌汚染対策法に規定する特定有害物

質等が内在する可能性が低い旨の記載がなされ、かつ資産運用会社が後記「(ロ）調査基準

（デュー・ディリジェンス基準）」のデュー・ディリジェンスを実施した結果、有害物質等が内

在する可能性が低いと判断した物件であること

稼働状況

原則として、取得時点において既に賃貸に供され、現に賃料収入が発生していること

但し、レジデンス（地方レジデンスを含みます。）に関しては、未稼働（開発中）物件であっても、

テナント誘致の確度や取得後の本ポートフォリオ全体に対する収益の影響度等を総合的に勘案し

た上で、建物の竣工（検査済証の取得）を停止条件として投資する場合があります。

（後略）
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＜訂正後＞

（前略）

項目 投資選定基準

法令遵守

都市計画法（昭和43年法律第100号、その後の改正を含みます。）（以下「都市計画法」といいま

す。）、建築基準法（昭和25年法律第201号、その後の改正を含みます。）（以下「建築基準法」と

いいます。）等、関連する全ての法令を遵守している物件（既存不適格物件を含みます。）に投資

します。(注1）

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造であること

耐震性

新耐震基準（注2）に適合していること

但し、新耐震基準以前に建築された物件であっても、新耐震基準と同等の耐震性（注3）を有する

と判断した場合には、投資を行う場合があります。

有害物質

・土壌汚染等

資産運用会社が発注した専門会社作成のエンジニアリング・レポートにおいて、有害物質等が内

在する可能性が低く、有害物質等が内在していたとしても、内在する有害物質に関連する全ての法

令に基づき、適法に保管又は処理等がなされている旨及び土壌汚染対策法に規定する特定有害物

質等が内在する可能性が低い旨の記載がなされ、かつ資産運用会社が後記「(ロ）調査基準

（デュー・ディリジェンス基準）」のデュー・ディリジェンスを実施した結果、有害物質等が内

在する可能性が低いと判断した物件であること

稼働状況

原則として、取得時点において既に賃貸に供され、現に賃料収入が発生していること

但し、未稼働（開発中）物件であっても、テナント誘致の確度や取得後の本ポートフォリオ全体に

対する収益の影響度等を総合的に勘案した上で、建物の竣工（検査済証の取得）を停止条件とし

て投資する場合があります。

（後略）
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